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令和４年 ３月１７日

九 州 地 方 整 備 局

「令和４年度　総合評価落札方式（工事）の
主な変更点」の公表について

令和４度総合評価落札方式等の運用

 ○主な変更点【工事】（令和４年４月導入）

　●「専任補助者制度」の導入
　●「カーボンニュートラル」取組実績の評価
　●段階選抜方式における１次選抜者数の見直し
　●本官工事の「週休２日工事の実績」「ＩＣＴ施工の実績」の評価
      対象の見直し
　●施工能力評価型の「企業の能力等」「地域貢献等」のオプション
      項目設定方法の見直し
　●施工能力評価型の「企業の能力等」の配点の見直し
　●ジュニアマスター評価の追加
　●技術提案チャレンジ型の評価内容の見直し
　●企業実績評価型の配点見直し

　参考：総合評価落札方式の加算点変更に伴う賃上げ加点措置の変更について
　　　　（工事の加点・減点のみ変更）

　「令和４年度　総合評価落札方式（工事）の主な変更点」について、
九州地方整備局のHPに掲載しましたのでお知らせいたします。
主な変更点（港湾空港部を除く）は、以下になります。

技術管理課長　　甲斐
カイ

　浩幸（内線 ３３１１）

技術管理課補佐　鍬
クワ

　淳司（内線 ３３１３）
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九州地方整備局１） 令和４年度 基本方針

九州地方整備局では、平成25年11月より総合評価落札方式（二極化）の本格運用
を図り、「品確法」の基本理念である「価格」及び「品質」が総合的に優れた内容の
契約がなされるよう努めてきた。

一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や就労環境の悪化に伴う担い手
不足等の課題を踏まえ、現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保を図るため、令和元年6月に品確法、入契法、建設業法のいわゆ
る「担い手三法」の改正が行われ、働き方改革の推進、生産性向上への取組、災害時
の緊急対応強化という観点を、いかに現在の入札・契約手続きの中に取り入れられる
かが喫緊の課題である。

これらの課題への対応を図っていくとともに、総合評価落札方式の透明性・公平性
は確保しつつ、評価の安定化及び評価の質の向上を求めることに加え、｢担い手の中長
期的な育成及び確保の促進｣と、現在のみならず｢将来の公共工事の品質確保の促進｣
を図る多様な入札契約の制度設計を立案していく必要がある。

令和４年度は、頻発化・激甚化する自然災害への対応を踏まえ、引き続き地域の守
り手である｢地元企業の受注機会の更なる拡大｣を図り、｢働き方改革｣、｢生産性向上｣
を加速し、円滑な契約手続きを実施するため、各種試行工事の積極的活用を図る。
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九州地方整備局２） 「専任補助者制度」の導入

１ 工事概要

本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。
）を配置することができる試行工事である。なお、専任補助者を配置する場合は、契約締結後工事着手前までに、配置した主任技術者又は監理技術
者の中から選定するものとし、受発注者間の協議によって決定する。

専任補助者は、本工事の他の役職（現場代理人、担当技術者）を兼務することができる。ただし、本工事に専任するものとし他工事との兼務は認め
ない。なお、専任補助者を配置する場合、専任補助者以外の主任技術者又は監理技術者の施工経験は、一般土木工事の施工経験（代要件）に代え
ることができる。

評価項目（企業の能力等）

■品質を確保しつつも、担い手確保のために若手技術者が工事実績を積む機会の確保を目的に専任補助者制度を導入

■経験豊富な専任補助者を配置することで、若手技術者を主任（監理）技術者に配置することができる。

■専任補助者制度活用の有無は契約締結後に選択が可能とする。

◆対象：技術提案評価型（Ｓ型・ＷＴＯ・段階選抜方式）（対象工事種別：一般土木工事）

入札公告記載例
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手続の流れ

①通常の手続を実施
【A社が以下で申請】
・配置予定技術a（経験豊富）

②落札決定
・A社が落札

③契約
・技術者aを主任（監理）技術者として契約

④受発注者間の協議で以下が可能
（契約締結後工事着手前まで）

・若手技術者bを主任（監理）技術者とし、
技術者aを専任補助者として専任で配置

※若手技術者bの条件
・主任（監理）技術者となりうる資格
・最低限の該当工事の施工経験

（例：一般土木工事の施工経験）



九州地方整備局３） 「カーボンニュートラル」取組実績の評価

◆対 象：技術提案評価型（Ｓ型・ＷＴＯ）

段階選抜方式）（対象工事種別：

一般土木工事、建築工事）

・建設現場におけるカーボンニュートラルの取組を推進
することを目的に、評価項目を追加する。

⇒  現 行： 未設定

⇒ 令和４年度：

①一次審査

「企業の能力等」にて「カーボンニュートラル取組実

績」を新設(１点)(工事成績を１点減）

・燃費性能に優れた建設機械を用いた工事の施工実績

又はSBT認定取得企業の証明等があれば評価

※燃費性能に優れた建設機械

：低炭素型建設機械認定制度、燃費基準達成建設機械認定制度等

に適合するもの

※SBT認定：企業が設定する温室効果ガス排出目標を認定機関が認

めたもの

概 要 配点
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現行 見直し

工事実績 5 5

小計 5 5

工事実績 5 5

工事成績 6 5

表彰 2 2

ワークライフバランスの認定 1 1

労務費見積り尊重宣言の確認 1 1

カーボンニュートラル取組実績 ｰ 1

小計 15 15

20 20

20 20

40 40

一次審査

配置予定技
術者の能力
等

企
業
の
能
力
等

小計

技術提案（一次審査）（１課題）

合計



九州地方整備局４）段階選抜方式における１次選抜者数の見直し

評価項目（企業の能力等）

◆対 象：技術提案評価型（Ｓ型・ＷＴＯ・段階選抜方式）

（対象工事種別：一般土木工事、建築工事）

・R３年度より、参入機会拡大を目的として、一次審査に技術提案を１課題のみ求めることとし、選抜者数を１０者

としたが、より高い競争性の確保を行う観点から、一次選抜者数の見直しを行う。

⇒  現行：１０者

⇒令和４年度：①大規模工事＊：１０者

②①以外で、参加者数が２０者未満の場合：１０者（１０者未満の場合は参加者全てを選抜）

③①以外で、参加者数が２０者以上の場合：１５者

概 要

5

【現行】 【見直し】

＊大規模工事
（特定建設工事共同企業体対象工事に該当）

（１）①～③に定める規模の工事
①ダム：工事費がおおむね100億円以上
②堰、水門、トンネル等：工事費がおおむね

50億円以上
③建築物：工事費がおおむね30億円以上

(億円)

100

80

60

40

20

6.9

10者

※

     ⼀般⼟⽊⼯事
       建築⼯事

(億円)

100 100

50 50

30 30

6.9

※ ：参加者が10者未満の場合は、参加者全てを選抜

10者

10者
10者

参加者数
20者以上：15者
20者未満：10者

※ 参加者数
20者以上：15者
20者未満：10者

※

参加者数
20者以上：15者
20者未満：10者

※

ダム 堰、⽔⾨、
トンネル等

建築

：⼤規模⼯事の⼯事費



九州地方整備局５） 本官工事の「週休２日工事の実績」「ＩＣＴ施工の実績」の評価対象の見直し

評価項目（企業の能力等）◆評価項目：「週休２日工事の実績」「ＩＣＴ施工の実績」（オプション項目）

◆対 象：施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）【本官工事】

・本官工事の対象者は、全国で施工をしているため、全国の工事を評価対象とする。

⇒ 現行：九州地方整備局、九州地方整備局（港湾空港関係を除く）管内における県又は政令市から発注された工事を評価対象

⇒ 令和４年度：現行に加えて、地方整備局が発注した工事（港湾空港関係を除く）（九州地方整備局を問わない）を追加

概 要
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評価基準・配点

分類 評価項目 評価内容 評価段階 評価基準 配点

企業の能力等
週休２日工事の実
績

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した
工事における週休２日工事の実績
【分任官】
九州地方整備局、九州地方整備局
（港湾空港関係を除く）管内におけ
る県又は政令市から発注された工事
【本官】
地方整備局（港湾空港関係を除
く）、九州地方整備局（港湾空港関
係を除く）管内における県又は政令
市から発注された工事

４段階

４週８休工事の実績：Ａ、
４週７休工事の実績：Ｂ、
４週６休工事の実績：Ｃ、
週休２日工事の実績なし：Ｅ

Ａ：１．０
Ｂ：０．７５
Ｃ：０．５
Ｅ：０

企業の能力等
（オプション
項目）

ICT施工の実績
【維持修繕、As舗
装は必須】

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した
工事におけるＩＣＴ施工（①起工測
量～⑤成果品納品）の実績
【分任官】
九州地方整備局、九州地方整備局
（港湾空港関係を除く）管内におけ
る県又は政令市から発注された工事
【本官】
地方整備局（港湾空港関係を除
く）、九州地方整備局（港湾空港関
係を除く）管内における県又は政令
市から発注された工事

４段階

同一工事内で①～⑤全てを実施した実績：Ａ、
同一工事内で①～⑤の一部（３項目以上（②、
④、⑤は必須））を実施した実績：Ｂ、
同一工事内で①～⑤の一部（２項目以上）を実施
した実績：Ｃ、
ICT施工の実績なし：Ｅ

Ａ：１．０
Ｂ：０．７５
Ｃ：０．５
Ｅ：０



九州地方整備局６） 施工能力評価型の「企業の能力等」「地域貢献等」のオプション項目設定方法の見直し

評価項目（企業の能力等）◆評価項目：「企業の能力等」と「地域貢献等」のオプション項目

◆対 象：施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）【本官工事】

・工事内容に合わせたオプション項目の設定が可能となるように、オプション項目の選択に自由度をもたせる。

⇒ 現行：「企業の能力等」のオプション項目を１点、「地域貢献等」のオプション項目を６点で固定

⇒ 令和４年度：「企業の能力等」と「地域貢献等」のオプション項目の合計を７点とする。

概 要
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【現行】

分類 評価項目 配点 分類 評価項目 配点

ICT施工の実績【一般土木、維持修
繕、As舗装は必須】

災害協定に基づく活動実績【一般土
木、維持修繕、As舗装は必須】

若手・女性技術者の配置促進
特定工事の実績
【土木系工事は原則必須】

下請け予定業者の表彰実績 近隣地域内工事の実績

○○工事の実績
近隣地域内点検業務の実績
【機械設備】

ＩＣＴ（土工、舗装、河川浚渫）の
活用【ICT施工者希望（Ⅰ）型の場
合は必須】

継続的な技術者保有に基づく信頼度

新技術の活用【新技術導入促進
（Ⅰ）型の場合は必須】

継続的な営業に基づく信頼度

ＩＳＯの認証取得状況
工事の確実かつ円滑な実施体制とし
ての拠点

建設業労働安全衛生マネジメントシ
ステム等の認証

製作工場の有無【鋼橋上部、水門・
樋門ゲート設備に選択可能】

建設業労働災害防止協会加入 専門工種の施工機械自社保有状況
建設業退職金共済制度加入 建設業退職金共済制度加入
その他評価すべき項目 その他評価すべき項目

１点 ６点

企
業
の
能
力
等

地
域
貢
献
等

【見直し】

分類 評価項目 分類 評価項目 配点

ICT施工の実績【維持修繕、As舗装
は必須】

災害協定に基づく活動実績【維持修
繕、As舗装は必須】

若手・女性技術者の配置促進
特定工事の実績
【土木系工事は原則必須】

下請け予定業者の表彰実績 近隣地域内工事の実績

○○工事の実績
近隣地域内点検業務の実績
【機械設備】

ＩＣＴ（土工、舗装、河川浚渫）の
活用【ICT施工者希望（Ⅰ）型の場
合は必須】

継続的な技術者保有に基づく信頼度

新技術の活用【新技術導入促進
（Ⅰ）型の場合は必須】

継続的な営業に基づく信頼度

ＩＳＯの認証取得状況
工事の確実かつ円滑な実施体制とし
ての拠点

建設業労働安全衛生マネジメントシ
ステム等の認証

製作工場の有無【鋼橋上部、水門・
樋門ゲート設備に選択可能】

建設業労働災害防止協会加入 専門工種の施工機械自社保有状況

建設業退職金共済制度加入 建設業退職金共済制度加入

その他評価すべき項目 その他評価すべき項目

地
域
貢
献
等

７点

企
業
の
能
力
等



九州地方整備局７） 施工能力評価型の「企業の能力等」の配点の見直し

◆評価項目：「企業の能力等」の配点

◆対 象：施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）

【分任官工事】

・工事内容に合わせたオプション項目の設定が可能と
なるように、配点を見直す。

・○○工へ配置する配置予定建設技能者の表彰実績
及び登録基幹技能者の配置を必須からオプション
項目とし、配点を２点から１点とする。

⇒ 現行：必須：１３点 オプション項目：１点

⇒ 令和４年度：必須：１１点 オプション項目：３点

※令和４年度より、「 ○○工へ配置する配置予定建設技能者の表
彰実績及び登録基幹技能者の配置」の評価項目名称を「指定す
る工種に配置予定の建設技能者の顕彰、表彰実績又は登録基幹
技能者の配置」に変更する。

概 要
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配点

工事実績

工事成績

表彰

工事の手持ち状況【一般土木は必須、その他は選択】

週休２日工事の実績

見

直

し

：

オ

プ

シ

ョ

ン

現

行

：

必

須

○○工へ配置する配置予定建設技能者の表彰実績及び
登録基幹技能者の配置

1 1

ICT施工の実績【一般土木、維持修繕、As舗装は必
須】

1 1 1 1

若手・女性技術者の配置促進 1 1 1 1

下請け予定業者の表彰実績 1 1 1 1

○○工事の実績 1 1 1 1

ＩＣＴ（土工、舗装、河川浚渫）の活用【ＩＣＴ施工
者希望型の場合は必須】

2 2 2 2

新技術の活用【新技術導入促進（Ⅰ型）の場合は必
須】

1 1 1 1

ＩＳＯの認証取得状況 1 1 1 1

建設業労働安全衛生マネジメントシステム等の認証 1 1 1 1

建設業労働災害防止協会加入 1 1 1 1

建設業退職金共済制度加入 1 1 1 1

その他評価すべき項目 1 1 1 1

小計 14

3 3

2 2

4

14

企
業
の
能
力
等

必
須

2 2

14

オ
プ
シ
ョ

ン

1 1

4 4

1 1

3 3

14

1 1

1 1

2 2

現行
（Ⅰ型）

現行
（Ⅱ型）

見直し
（Ⅰ型）

見直し
（Ⅱ型）

1 1

3 3

4



九州地方整備局８） ジュニアマスター評価の追加

評価項目（企業の能力等）
◆評価項目：「企業の能力等」

「 ○○工へ配置する配置予定建設技能者の表彰実績及び登録基幹技能者の配置」

◆対 象：施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）

・建設技能者のキャリアアップステージの強化を図り、もって若年者の入職促進を図ることを目的で建設ジュニアマスター
が設立されている。そのジュニアマスターの方にインセンティブを付与するために新設する。

⇒ 現行：優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）（大臣表彰）又は国土交通功労者表彰（優秀現場従事者）（局長表彰）又は当該工事内容に該当する登録基幹技能者を３

名配置：Ａ、国土交通功労者表彰（優秀現場従事者）（事務所長表彰）又は当該工事内容に該当する登録基幹技能者を２名配置：Ｂ、当該工事内容に該当する登録基幹

技能者を１名配置：Ｃ、なし：Ｅ ※登録基幹技能者の複数人配置は、各々別の職種に限る

⇒ 令和４年度：下記評価基準のとおり

※令和４年度より、「 ○○工へ配置する配置予定建設技能者の表彰実績及び登録基幹技能者の配置」の評価項目名称を「指定する工種に配置予定の建設技能者の顕彰、表彰実
績又は登録基幹技能者の配置」に変更する。

概 要

9

評価基準・配点

分類 評価項目 評価内容 評価段階 評価基準 配点

企業の能力等

○○工へ配置
する配置予定
建設技能者の
表彰実績及び
登録基幹技能
者の配置
【但し、工種
によってはオ
プションとす
る】

本工事の指定する工種へ
の建設現場における配置
予定建設技能者の平成４
年以降の表彰実績及び登
録基幹技能者の配置

４段階

優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）の被顕彰者、国土交通行政功労表
彰（優秀現場従事者）九州地方整備局長
表彰の被表彰者、並びに登録基幹技能者
３名配置：Ａ、
青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕
彰（建設ジュニアマスター）の被顕彰
者、国土交通行政功労表彰（優秀現場従
事者）事務所長表彰の被表彰者、並びに
登録基幹技能者２名配置：Ｂ、
登録基幹技能者１名配置：Ｃ、
なし：Ｅ
※登録基幹技能者の複数人配置は、各々
別の職種に限る

Ａ：１．０

Ｂ：０．７５

Ｃ：０．５

Ｅ：０



九州地方整備局９） 技術提案チャレンジ型の評価内容の見直し

◆対 象：施工能力評価型（Ⅰ型）

【技術提案チャレンジ型】

・地域を支える建設業者の受注機会のチャンスを更に拡大する
ため、以下を変更する。

①配点の見直し ３０点→１０点（詳細は右記のとおり）

②施工計画

・項目数を２項目から１項目に見直し、競争参加資格の要件と
する。（加算点を廃止し、「○」「×」評価とする。）

※施工能力評価型（Ⅰ型）と同様の考え方

③受注実績【Ⅰ型】の評価基準の見直し（当該年度の受注実績）

⇒現行 0件：A 1件：B 2件：C 3件：D、4件以上：E

⇒令和４年度 0件：A 1件：D 2件以上：E

受注実績【Ⅱ型】は変更なし

④「地域貢献等」のオプション項目に「近隣地域内工事の実
績」を追加する。

概 要 配点

10

20 20 － －

4 5

4 5

1 1

1 1

1 1

2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

－ 2

2 2

2 2

2 2

合　計 30 10

継続的な営業に基づく信頼度

工事の確実かつ円滑な実施体制としての
拠点

建設業退職金共済制度加入

地
域
貢
献
等

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

災害協定の締結【原則必須】

4 4

近隣地域内工事の実績

継続的な技術者保有に基づく信頼度

5

1

企
業
の
能
力
等

ど

ち

ら

か

必

須

【Ⅰ型】
当該年度受注（契約）実績

4
【Ⅱ型】
過去の受注（契約）実績

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

週休２日工事の実績

2

ICT施工の実績

若手・女性技術者の配置促進

ＩＣＴ（土工、舗装、河川浚渫）の活用
【ICT施工者希望（Ⅰ）型の場合は必須】

新技術の活用
【新技術導入促進（Ⅰ）型の場合は必須】

ＩＳＯの認証取得状況

建設業労働安全衛生マネジメントシステム
等の認証

建設業労働災害防止協会加入

施
工

計
画

施工計画
（１課題）

見直し分類 評価項目 現行



九州地方整備局１０） 企業実績評価型の配点見直し

◆対 象：施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）

【企業実績評価型】

・監理（主任）技術者の不足による入札不調対策、技術者
の担い手確保及び働き方改革等の観点から試行を実施中で
あるが、更なる促進を目的に、配点等の見直しを行う。

①配点

⇒  現行：配点：４０点

配置予定技術者の能力：８点、

企業の能力等：２４点、地域貢献等：８点

⇒ 令和４年度：配点：２０点

配置予定技術者の能力：２点、

企業の能力等：１４点、地域貢献等：４点

②工事の手持ち状況の評価基準

⇒ 現行：３億円未満：Ａ、３億円以上６億円未満：Ｃ

６億円以上：Ｅ

⇒令和４年度：３億円未満：Ａ ３億円以上：Ｅ

概 要
配点

11

工事実績

表彰

配置予定技術者の資格

継続教育（CPD）の状況 1 1

指定する工事の施工実績 1 1

発注者の指定する資格保有技術者 1 1

その他 1 1

小計

工事実績

工事成績

表彰

工事の手持ち状況【一般土木は必須、その他は選択】

週休２日工事の実績

○○工へ配置する配置予定建設技能者の表彰実績及び
登録基幹技能者の配置

3 1

ICT施工の実績 1 1

若手・女性技術者の配置促進 2 1

下請け予定業者の表彰実績 1 1

○○工事の実績 1 1

ＩＣＴ（土工、舗装、河川浚渫）の活用【ＩＣＴ施工

者希望型の場合は必須】
2 1

新技術の活用【新技術導入促進（Ⅰ型）の場合は必
須】

1 1

ＩＳＯの認証取得状況 1 1

建設業労働安全衛生マネジメントシステム等の認証 1 1

建設業労働災害防止協会加入 1 1

建設業退職金共済制度加入 1 1

その他評価すべき項目 1 1

小計

災害協定に基づく活動実績【原則必須】 4 2

特定工事の実績 2 2

近隣地域内工事の実績 2 2

近隣地域内点検業務の実績【機械設備】 2 2

継続的な技術者保有に基づく信頼度 2 2

継続的な営業に基づく信頼度 2 2

工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点 2 2

製作工場の有無【鋼橋上部、水門・樋門ゲート設備に

適用可能】
2 2

小計

合計 40 20

14

地

域

貢
献

等

オ

プ

シ
ョ

ン

8 4

8 4

企
業
の

能

力
等

必

須

4 2

6 4

2 1

4 5

2 1

オ

プ

シ
ョ

ン

6 1

24

現行

（Ⅰ・Ⅱ型）

見直し

（Ⅰ・Ⅱ型）

配

置
予

定

技

術
者

の

能

力

必

須

4 2

2 ｰ

1 ｰ

オ

プ

シ
ョ

ン

1 ｰ

8 2



【参考】 総合評価落札方式の加算点変更
に伴う賃上げ加点措置の変更について

（工事の加点・減点のみ変更）

令和４年３月

九州地方整備局



総合評価方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置通知の体系

緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて～（令和3年11月8日新しい資本主義実現会議）
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和3年11月19日閣議決定）

賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討

「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和3年12月17日 財務大臣通知）
・適用対象 令和4年4月1日以降に契約を締結する、総合評価落札方式による全ての調達

「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和3年12月24日 本省通知）
・適用対象 令和4年4月1日以降に契約を締結する、総合評価落札方式による全ての調達

但し、令和4年4月1日以降に契約を締結する予定であっても、既に公告を行っているなどの事情があるものは対象外とする。

総合評価落札方式において調達を行う、工事等の評価項目について「賃上げに関する項目」を新たに設
け、賃上げ実施企業に対して加点を行う。

対象：令和４年４月１日以降に契約を締結する、工事・業務・物品・役務。
※既に公告を行っているなどの事情のあるものは対象外。



総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置（概要）

2

■適用対象：令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式による全ての調達。（工事・業務・物品・役務）
（取組の通知を行った時点で既に公告を行っている等の事情のあるものは除く）

■加点評価：事業年度または暦年単位で、従業員に対する目標値（大企業：3%、中小企業：1.5％）以上の賃上げを表明した入札参加者を
総合評価において加点。加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「表明書」を提出。
加点割合は５％以上。

■実績確認等：加点を受けて落札した企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後
の国の調達において、入札時に加点する割合よりも大きく減点。

入札公告（公示）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって評価 （賃金引上げ表明は①年度単位又は②暦年単位で表明）

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点
①契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度
②契約を行う予定の暦年

入札・落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

加点措置

加点を受けた落札者が対象の事業年度または暦年の終了
後に契約担当官等へ提出

実績確認

①事業年度単位による賃上げ表明の場合
法人事業概況説明書（又は税務申告の作成書）

②暦年単位による賃上げ表明の場合
給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表

①契約担当官等が各省各庁の長へ報告
②各省各庁の長は、財務省へ報告
③財務省が調整し各省各庁の長へ通知
④各省各庁の長は契約担当官等へ連絡
⑤契約担当官等から対象者に減点措置の開始時期、

期間を通知

賃上げ基準に達していない者の情報

賃上げ基準に達していない者については、財務省から
通知された日から１年間、国の総合評価落札方式の調
達の全てにおいて、加点より大きな割合の減点

減点措置



賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用【工事】

3

・総合評価落札方式の調達における全ての工事

・令和４年４月１日以降に契約を行う工事
※但し令和４年２月１日以降に契約手続き（入札契約手続運営委員会）を開始する工事

■ 賃上げ評価点の加点措置の考え方

■ 適用工事及び実施時期

■ 賃上げ加点の加点・減点の配点

※変更点：加算点に『賃上げ加点』を加点（又は減点）
*減点は減点措置通知後の調達から実施

評価点＝
標準点＋加算点＋施工体制評価点

入札価格

評価点＝
標準点＋（加算点＋賃上げ加点）＋施工体制評価点

入札価格

変更後

変更前

総合評価落札方式のタイプ
加算点

（賃上げ加点を除く）
賃上げ加点 加算点合計 減点

技術提案評価型Ｓ型

技術提案評価型Ａ型

施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）施工体制確認型

（試行）地元企業活用評価型

（試行）電気通信チャレンジ型（参入促進型）

（試行）機械チャレンジ型

施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）施工体制確認型以外

（試行）営繕チャレンジ型

（試行）企業実績評価型

（試行）電気通信チャレンジ型（担い手確保型）

（試行）技術提案チャレンジ型

（試行）フレームワーク方式

30 2 32 3

60 4 64 5

40 3 43 4

20 2 22 3

10 1 11 2

※技術提案Ｓ型（段階選抜）においては、二次審査時に賃上げ加点又は減点を実施する。 加算点の変更に伴い賃上げ加点を変更



賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用【業務】

・総合評価落札方式の調達における全ての業務
・令和４年４月１日以降に契約を行う業務
※但し令和４年２月１日以降に契約手続き（入札契約手続運営委員会）を開始する業務

■ 適用業務及び実施時期

変更前

変更後

 技術評価の得点合計に、『賃上げ加点』を加点（又は減点）し、技術評価点を算出する。

評価値＝技術評価点＋価格評価点

技術評価点＝ 60点 ×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）

技術評価の得点合計＝（配置予定管理技術者の経験及び能力に係る評価点※）

＋（技術提案評価点）×（履行確実性度）

評価値＝技術評価点＋価格評価点

技術評価点＝ 60点 ×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）

技術評価の得点合計＝（配置予定管理技術者の経験及び能力に係る評価点※）

＋（技術提案評価点）×（履行確実性度）＋（賃上げ加点）

4

※ （試行）簡易型ショート版については企業評価も加味する

※ （試行）簡易型ショート版については企業評価も加味する

*減点は減点措置通知後の調達から実施

評価項目の見直し（赤字）



賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用【業務】

5

■ 賃上げ加点の加点・減点の配点

総合評価落札方式のタイプ
技術評価の
配点合計

（賃上げ加点を除く）

賃上げ加点
技術評価の
配点合計

減点

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
・

測
量
業
務
・
地
質
調
査
業
務

簡易型１：１

100 6 106 7

標準型１：２、１：３

（試行）技術提案簡素化型（簡易型）

（試行）技術提案簡素化型（標準型）

（試行）技術者評価重視型

（試行）担い手育成型

（試行）簡易型ショート版

（試行）技術提案チャレンジ型

土
木
関
係
建

設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
業
務

発注者支援業務等 80 5 85 6

事業調査業務 50 3 53 4

補
償
関
係

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

簡易型１：１ 100 6 106 7

（試行）技術提案簡素化型（簡易型） 100 6 106 7

発注者支援業務等（用地補償総合技術業務） 80 5 85 6

用地調査点検等技術業務 35 2 37 3

建
築
関
係
建

設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
業
務

簡易型１：１

100 6 106 7
標準型１：２、１：３
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